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議事日程（教育民生常任委員会） 令和８年３月９日 午前９時開会 

 日程第１ 会議録署名委員の指名について 

 日程第２ 付託議案の審査について 

      議案第 ４号 令和７年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第６号）

について（所管部分） 

      議案第 ５号 令和７年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計補正

予算（第４号）について 

      議案第 ６号 令和７年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号）について 

      議案第 ７号 令和７年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計補正予算

（第２号）について 

      議案第１１号 木曽岬町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

      議案第１４号 令和８年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計予算について（所

管部分） 

      議案第１５号 令和８年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計予算

について 

      議案第１６号 令和８年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計予

算について 

      議案第１７号 令和８年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計予算につ

いて 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程と同じ 

出席委員（６名） 

委員長 鎌 田 鷹 介 副委員長 後 藤 紀 子 

黒 宮 武 史 波 多 野 光 雄 

加 藤 眞 人 伊 藤 好 博 

欠席委員（０名） 

委員外出席議員（１名） 

議 長 服 部 芙 二 夫 

議場出席説明者 

町 長 三 輪 一 雅 副 町 長 森  清 秀 

教 育 長 伊 藤 芳 彦 教 育 課 長 村 上  強 

住 民 課 長 伊 藤 正 典 福 祉 課 長 黒 田 和 弘 
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子ども・健康課長 佐 藤 信 恵 教 育 課 長 補 佐 川 端 浩 揮 

教 育 課 長 補 佐 諸 戸 勝 己 子ども・健康課長補佐 渡 辺 千 智 

ふれあいの里所長 松 本  大 

事務局出席職員 

 書 記  事務局長  伊 藤 雅 人 議会事務局 鈴 木 琴 音 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

                            午前 ９時 ０分開会   

○委員長（鎌田鷹介議員） 皆様、おはようございます。 

本日は、教育民生常任委員会を招集させていただきましたところ、委員の皆様には、何

かとご多用のなか、ご出席を賜りありがとうございます。 

また、三輪町長をはじめ、執行部の皆様にもご出席いただき、ありがとうございます。 

 本日の教育民生常任委員会は、令和８年第１回定例会で付託されました９議案を審査す

る重要な委員会でございます。 

議案審査には慎重審査をいただきますとともに、委員会運営にあたりまして、皆様のご

協力の程よろしくお願い申しあげます。 

本日の委員会の出席委員数は、６名です。 

よって、委員会条例第１４条の規定により、定足数に達しておりますので、教育民生常

任委員会を開会いたします。 

 次に、本日の書記の指名を行います。 

委員会条例第２７条の規定により、書記には、伊藤議会事務局長を指名します。 

 それでは、これより議事に入ります。 

本日の議事日程は、お手元の資料のとおりです。 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

○委員長（鎌田鷹介議員） 日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

本日の会議録署名委員は、黒宮武史委員、波多野光雄委員を指名します。 

それでは、本日の議案審議に入ります。 

はじめに、三輪町長に、議事日程の説明を求めます。 

○町長（三輪一雅町長） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 三輪町長。 

○町長（三輪一雅町長） 改めまして、皆様おはようございます。 

本日は、教育民生常任委員会ということで、委員の皆様には早朝からご出席を賜りあり

がとうございます。 

本日の常任委員会では、議案第４号の町一般会計補正予算から、議案第７号までの各種

補正予算案と、議案第１１号の国民健康保険条例の一部を改正する条例改正案、議案第１

４号においては令和８年度の町一般会計予算の所管部分を、ご審議いただきます。 
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また、議案第１５号、１６号、１７号においては、特別会計予算案を３つ、合計９議

案、ご審議いただくものでございます。 

どうぞ慎重審議をよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございました。 

 それでは、日程に従い会議を進めます。 

日程第２ 付託議案の審査について 

○委員長（鎌田鷹介議員） 日程第２、付託議案の審査についてを議題とします。 

 本委員会に付託されました議案は、議案第４号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町一般

会計補正予算（第６号）についての所管部分、議案第５号、令和７年度三重県桑名郡木曽

岬町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について、議案第６号、令和７年度三重県

桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について、議案第７号、令和

７年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計補正予算（第２号）について、議案第１１

号、木曽岬町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１４号、令

和８年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計予算についての所管部分、議案第１５号、令和８

年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計予算について、議案第１６号、令和８年

度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計予算について、議案第１７号、令和８年

度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計予算についての９議案であります。 

ここでお諮りいたします。 

 付託議案の審査方法につきましては、先に一件ごとに全議案を審査することとし、その

後、討論・採決についても一件ごとに行いたいと思いますが、これにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。 

 それでは、付託議案の審査に入ります。 

 はじめに、議案第４号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第６号）

についての所管部分を、議題とします。 

事務局に説明を求めます。 

○住民課長（伊藤正典課長） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 伊藤住民課長。 

○住民課長（伊藤正典課長） それでは、教育民生常任委員会の所管する部分について説

明させていただきます。 

住民課所管部分から説明させていただきます。 

国民健康保険特別会計繰出金、補正予算額８６万３,０００円の減額でございます。決算

見込みにより、減額するものでございます。 

続きまして、事業名、後期高齢者医療特別会計操出金、補正予算額９９万円７,０００円



 - 4 - 

の減額でございます。決算見込みにより、減額するもののほか、令和６年度の療養給付費

負担金は清算により１３０万３,０００円を増額するものでございます。 

続きまして、事業名、家庭用新エネルギー等普及支援事業、補正予算額２３４万８,００

０円の減額でございます。決算見込みにより、町単独事業の住宅用太陽光発電システム設

置費補助金で３０万円、県の事業である太陽光発電設備等設置費補助金で２０４万８,００

０円を減額するものでございます。 

続きまして、事業名、一般ごみ収集処理事業、補正予算額７２９万４,０００円の減額で

ございます。決算見込みにより、ごみ収集用指定袋、ごみ収集投棄委託料、桑名広域清掃

事業組合負担金をそれぞれ減額するものでございます。 

続きまして、事業名、資源ごみ収集処理事業、補正予算額３２万８,０００円の減額でご

ざいます。こちらも決算見込みにより、資源ごみ回収事業地区報奨金、小型家電の処理委

託料を減額するものでございます。 

住民課所管分の説明は、以上でございます。 

○福祉課長（黒田和弘課長） 続きまして、福祉課所管部分でございます。 

事業名、障害者自立支援給付費では、３５０万円を減額するものでございます。障がい

福祉サービスの給付見込みの精査によりまして、不用が見込まれる扶助費について減額す

るものでございます。 

 次に、事業名、定額減税補足給付金では、３,２３１万５,０００円を減額するものでご

ざいます。所得税及び住民税から基準額を減税しきれない方へ行った給付につきまして、

事業が完了したことにより不用額を減額するもので、その内容につきましては補正理由欄

に記載のとおりでございます。 

福祉課所管部分のご説明は以上でございます。 

○子ども・健康課長（佐藤信恵課長） 続きまして、子ども・健康課所管部分でございま

す。 

事業名、福祉医療事業では、３５９万２,０００円を減額するものでございます。各種医

療費の助成金について、今年度末までの申請者数の決算見込みにより減額するもので、補

正理由欄記載のとおりでございます。 

事業名、子育て支援事業では、５３３万９,０００円を減額するものでございます。町外

に通園している子どもの施設利用などに対する町負担金や在宅等育児支援事業の決算見込

みによる減額など、補正理由欄記載のとおりでございます。 

事業名、こども園運営費では、３５７万３,０００円の減額でございます。決算見込みに

より保育士の派遣業務委託料について減額するほか、遠足などこども園が実施した事業の

完了に伴い不用額を減額するなど、補正理由欄に記載のとおりでございます。 

事業名、予防費では、５１６万７,０００円の減額でございます。決算見込みにより各種

予防接種の委託料を減額するなど、補正理由欄に記載のとおりでございます。 
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事業名、母子保健医療対策総合支援事業では、補正予算額２２万２,０００円でございま

す。相談員の報償費の減額のほか、前年度国庫補助金の確定による返還金の追加など、補

正理由欄に記載のとおりでございます。 

事業名、出産・子育て応援事業では、補正予算額２０万円でございます。対象者の増加

により妊婦のための支援給付交付金を追加するもので、特定財源として母子保健衛生費国

庫補助金を財源としております。 

以上が、子ども・健康課所管部分の説明でございます。 

○教育課長（村上強課長） 続きまして、教育課所管部分についてご説明させていただき

ます。 

事業名、学校教育経費では、補正予算額１２４万６,０００円の減額でございます。特別

支援教育に係る巡回相談員謝金や家庭啓発などの講師謝礼金、また、令和７年度に導入し

ました統合型校務支援システム導入費用その他を決算見込みの精査により減額するもので

ございます。 

事業名、文化資料館費では、補正予算額４９万７,０００円の減額でございます。電気

料、管理委託料を決算見込みの精査により減額するものでございます。また、屋上防水及

び外壁改修工事設計業務委託料について、契約完了により不用額を減額するものでござい

ます。 

事業名、町体育館経費では、補正予算額２８３万円の減額でございます。光熱水費と屋

根及び外壁等改修工事費の決算見込の精査による減額でございます。 

小学校費、事業名、学校維持管理経費では、補正予算額１,２５８万６,０００円の減額

でございます。校舎清掃委託料とコピー使用料について、決算見込みの精査による減額で

ございます。また、ふれあいホール空調設備改修工事について、契約完了による決算見込

みにより当初予算額との差額を減額しております。 

教育課所管部分につきましては、以上でございます。 

また、委員会所管部分のご説明でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、質疑のある方は、ご発

言ください。 

なお、質疑の回数は一議題につき、１人３回までとなっておりますので、ご承知おき願

います。 

それでは、ご発言される方は、挙手のうえ、委員長の許可に基づき発言されますよう、

よろしくお願いいたします。 

質疑はよろしいでしょうか。 

〔暫くして〕 

○委員（伊藤好博議員） 委員長。 
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○委員長（鎌田鷹介議員） 伊藤委員。 

○委員（伊藤好博議員） 議案書の８ページについて、もう年度末というのに債務負担行為

の補正が上がっているのですが、年度別にいくと７、８年度はわかるのですが、長期のもの

まで出てくるのはどうなのか。上げた要因を教えていただきたいです。どうして年度末に上

がってくるのですか。 

○教育課長（村上強課長） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 村上教育課長。 

○教育課長（村上強課長） 教育課所管部分につきましては、事項の１つ目、町立学校用

タブレット端末管理及び保守料、次の町立学校用タブレット端末に係るドリル学習アプリ

使用料、次の木曽岬町立学校給食炊飯業務、次のＧＩＧＡスクールネットワーク機器オン

サイト保守、次の町立学校用タブレット端末フィルタリングシステム使用料でございま

す。 

こちら期間を令和７年度から、それぞれ委託料や業務の完了時期に合わせて、令和１２

年度または令和８年度とございますが、それぞれの事項につきましては４月１日からの業

務契約が必要なことから、３月の定例会による議決を経た後、事務の執行を始めるため債

務負担行為の補正を上げさせていただいております。タブレットに関しては、令和８年度

更新を行う年度でございまして、概ね５年間を新しいタブレットの使用期間としているこ

とから、最終年度を令和１２年度としております。 

教育課としましては、以上でございます。 

○委員（伊藤好博議員） ありがとうございました。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 伊藤委員、よろしいですか。 

○委員（伊藤好博議員） はい、ありがとうございました。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 他にご質疑はございませんか。 

○委員（伊藤好博議員） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 伊藤委員。 

○委員（伊藤好博議員） 歳出予算書の１１４ページ、町体育館経費の中の光熱水費で、

１４０万円の減額ですが、この要因は何ですか。それを教えていただきたい。 

次にもう１つ、１１６ページ、ちびっこ広場経費ですが、前回までに補正を１００何万

円されて、今回７０万円の減額が出ているのですが、その要因を教えていただきたいと思

います。 

それから、１１９ページ、小学校費、学校維持管理費、空調設備改修工事費の入札の 

１,２００万円という大きな減額ですが、この要因を教えていただきたいと思います。 

以上です。 

○教育課長（村上強課長） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 村上教育課長。 
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○教育課長（村上強課長） ご質問ございました、町体育館経費、光熱水費の１４０万円

の減額でございますが、令和７年度より、町体育館の冷房使用を開始することとしてお

り、必要となる電気料金を予算計上しておりました。計画としましては、約３００時間の

申し込みを想定しておりましたが、このたび、夏場の使用の実績が７９時間でございまし

て、それによる不要となる電気料金の減額でございます。 

 続いて、事業名、ちびっこ広場経費での緑化管理委託料、７０万円の減額でございます

が、このたび、緑化管理委託の業務を建設課において契約していただきましたところ、請

負差金が生じております。請負比率は、５６.７％であり、それによる不用額の減額でござ

います。 

 続いて、小学校費、学校維持管理経費の補正理由、ふれあいホール空調設備改修工事の

減額。金額１,２２６万６,０００円についてでございますが、この度、空調改修に当たり

ましては、６月補正により予算計上させていただきました。その発注に当たりましては、

契約額３,９５３万４,０００円であり、補正時の要求額を概算としており、工事の発注を

早期に行うことを目的に、６月の補正での金額を概算金額としていたことから、その差額

が大きくなったものでございます。 

以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 伊藤委員、よろしいでしょうか。 

○委員（伊藤好博議員） ありがとうございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 他に、ご質疑ございませんか。 

〔暫くして〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 質疑もないようですので、質疑を終わります。 

次に、議案第５号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）についてを議題とします。 

事務局に説明を求めます。 

○住民課長（伊藤正典課長） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 伊藤住民課長。 

○住民課長（伊藤正典課長） それでは、議案第５号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町

国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について説明をさせていただきます。 

令和７年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定

めるところによる。第１条第１項では、補正額を規定しており、歳入歳出予算の総額に歳

入歳出それぞれ１,６６７万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ７億４,

９１２万６,０００円とするものでございます。 

補正の内容につきましては、事業説明で説明をさせていただきます。 

それでは、事業歳出の事業説明でございます。 

事業名、療養給付費、補正予算額２,０５１万７,０００円の増額でございます。年度末
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推計によるものでございます。 

続きまして、事業名、高額療養費、補正予算額１２８万８,０００円の増額でございま

す。こちらも医療費推計によるものでございます。 

最後、予備費でございます。補正予算額５１３万３,０００円を減額するもので、この金

額をもって、歳出予算の調整をさせていただくものでございます。 

以上が、令和７年度国民健康保険特別会計補正予算（第４号）の説明でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、質疑のある方はご発言

ください。 

 質疑はよろしいでしょうか。 

〔暫くして〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 質疑もないようですので、質疑を終わります。 

次に、議案第６号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）についてを議題とします。 

事務局に説明を求めます。 

○住民課長（伊藤正典課長） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 伊藤住民課長。 

○住民課長（伊藤正典課長） それでは、説明をさせていただきます。 

議案第６号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）について説明させて頂きます。 

令和７年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。第１条第１項では、補正額を規定しており、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ９１０万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億６万

３,０００円とするものでございます。 

内容につきましては、事業説明で説明をさせていただきます。 

それでは、歳出の内容説明でございます。 

事業名、後期高齢者医療広域連合納付金、補正予算額９１１万１,０００円の増額でござ

います。決算見込みによるもので、保険料負担金では、本算定により１,０１０万８,００

０円の増額、保険基盤安定負担金では１０４万６,０００円の減額、共通経費負担金では、

事務費等の確定により１２５万４,０００円減額、令和６年度の療養給付費負担金清算金 

１３０万３,０００円増額は、療養給付費の清算によるものでございます。 

最後、予備費でございます。補正予算額４,０００円を減額するもので、この金額をもっ

て、歳出予算の調整をさせていただくものでございます。 

以上が、令和７年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の説明でございます。

よろしくお願いいたします。 
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○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、質疑のある方はご発言

ください。 

 質疑はよろしいでしょうか。 

〔暫くして〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第７号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計補正予算（第２

号）についてを議題とします。 

事務局に説明を求めます。 

○福祉課長（黒田和弘課長） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 黒田福祉課長。 

○福祉課長（黒田和弘課長） それでは、議案第７号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町

介護保険特別会計補正予算（第２号）についてでございます。 

令和７年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計補正予算（第２号）は次に定めると

ころによる。第１条では歳入歳出予算の補正といたしまして、歳入歳出予算の総額から歳

入歳出それぞれ１,０７３万７,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ７億８９０万円とするものでございます。 

詳細につきましては、歳出予算書の事業説明にてご説明をさせていただきます。 

事業名、一般管理費では、補正予算額２１万４,０００円でございます。介護報酬の改定

に伴う必要なシステム改修のうち、令和７年度分の改修業務委託料で改修費の２分の１は

国庫補助金を財源としております。 

次に、事業名、保険サービス等諸費では、８００万円の減額でございます。介護保険サ

ービスの給付について、サービスごとの今年度の給付見込みを精査し、施設サービス費に

おいて不用が見込まれるサービス給付費について減額をするものでございます。 

最後に予備費でございます。２５４万８,０００円を減額し、歳入歳出の予算調整をさせ

ていただいております。 

以上が、議案第７号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計補正予算（第

２号）についてのご説明でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、質疑のある方はご発言

ください。 

質疑はよろしいでしょうか。 

〔暫くして〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 質疑もないようですので、質疑を終わります。 

次に、議案第１１号、木曽岬町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
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を議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○住民課長（伊藤正典課長） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 伊藤住民課長。 

○住民課長（伊藤正典課長） それでは、議案第１１号、木曽岬町国民健康保険条例の一

部を改正する条例の制定について説明させていただきます。 

木曽岬町国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとする。 

下段、提案理由でございます。 

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険法等の改正に

より、本条例を改正するものである。木曽岬町国民健康保険条例の一部を改正することに

ついては、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由でございます。 

条例の改正の内容ですが、参考資料を付けさせていただいておりますので、改正箇所が

多岐にわたります、概要により説明をさせていただきます。今回の改正内容は大きく３点

ございます。 

まずは、子ども・子育て支援金の徴収に関するもの、賦課限度額の引き上げに関するも

の、低所得者の保険料の減額に関するものの改正を行わせていただきます。 

ます、１点目につきましては、子ども・子育て支援納付金の新設でございます。 

子育て世帯を支える新しい分かち合い・連携の仕組みとして、少子化対策に受益を有す

る全世代・全経済主体に、医療保険の保険料とあわせて徴収する「子ども・子育て支援納

付金」が創設されたことから、新たに子ども・子育て支援納付金賦課額の料率等を定めよ

うとするもので、この改正の主なものは、記載部分となりまして、下線の条例文について

説明させていただきます。 

まず第１６条の１６につきましては、子ども・子育て支援納付金の賦課額の保険料率を

定めており、保険料率を、所得割で１００分の５０、被保険者均等割で１００分の３５、

世帯平等割で１００分１５のとするものでございます。保険料賦課額を１００とした場合

のそれぞれの割合となっております。この料率は他の保険料と同率としておりまして、実

際の保険料の計算においては、６月の保険料本算定において決定させていただくこととな

ります。 

続いて、第１６条の１７につきましては、子ども・子育て支援納付金の賦課限度額を定

めておりまして、限度額を法定どおり３万円としております。 

第２３条の５は、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日前である被保険者の被保険

者均等割額の減額を定めており、被保険者均等割の額を１０割軽減とさせていただいてお

ります。また、後ほど説明いたしますが、低所得者に対する応益割額の７割・５割・２割

の減額も同じく適応されることとなります。 
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以上が子ども・子育て支援納付金に関する説明でございます。 

あわせて条例改正するものとして、２点目につきましては、賦課限度額の引き上げに関

する部分でございます。医療保険制度では、保険料負担は、負担能力に応じた公平なもの

とする必要があるが、受益との関連において、被保険者の納付意欲に与える影響や、円滑

な運営を確保する観点から被保険者の保険料負担に一定の限度が設けられております。 

この度、法定賦課限度額が引き上げられることに伴い、条例の賦課限度額を改正するも

のでございます。改正するのは医療給付費分で、現行６６万円を６７万円とし、医療・後

期・介護の合計で１万円引き上げ、１１０万円とするものでございます。また、子ども・

子育て支援金分を入れると、最大で１１３万円ということになります。 

ページ変わりまして、３点目につきましては低所得者の保険料の減額でございます。保

険料の額を算定する際、法令により定められた所得基準を下回る世帯については、被保険

者応益割額の７割、５割又は２割が減額されます。 

この度、５割軽減及び２割軽減の対象世帯に係る所得判定基準が引き上げられることに

伴い、条例の所得基準を改正するものでございます。算定に用いる基準額を５割軽減では

３０万５，０００円を３１万円に、２割軽減では５６万円を５７万円に改正するものでご

ざいます。 

条文末尾の附則でございますが、施行期日として、この条例は令和８年４月１日から施

行するものでございます。 

以上が、木曽岬町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についての説明でござ

います。 

よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりました。質疑のある方はご発言くだ

さい。 

 質疑はよろしいでしょうか。 

〔暫くして〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第１４号、令和８年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計予算についての所管部

分を議題とします。 

事務局に説明を求めます。 

○住民課長（伊藤正典課長） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 伊藤住民課長。 

○住民課長（伊藤正典課長） それでは、令和８年度一般会計の予算説明について教育民

生常任委員会所管部分について、住民課から説明をさせていただきます。 

事業名、国民健康保険特別会計繰出金、本年度予算額６,１９４万７,０００円でございま

す。事業説明欄の主なものは、国民健康保険財政基盤安定繰出金は、国保法に基づく保険料
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軽減に対するものでございます。その他、事業説明欄記載のとおりでございます。 

事業名、後期高齢者医療広域連合負担金、本年度予算額１４９万６,０００円でございま

す。広域連合共通経費負担金の算出は、均等割が１０％、人口割が４５％、高齢者割が４５％

の割合によるものでございます。 

続きまして、事業名、後期高齢者医療特別会計繰出金、本年度予算額１億１,０３５万

８,０００円でございます。事業説明欄の主なものは、後期高齢者医療広域連合療養給付費

繰出金は、医療給付費の１２分の１を、保険基盤安定繰出金は、保険料の軽減相当額を、

共通経費繰出金の算出は、均等割が１０％、人口割が４５％、高齢者割が４５％の割合に

よるもので、その他、事業説明欄記載のとおりでございます。 

事業名、国民年金費、本年度予算額１６６万９,０００円でございます。事業説明欄の主

なものは、システム改修費は１号被保険者の育児期間における保険料の免除措置に対応す

るための費用を計上させていただくものでございます。 

続きまして、事業名、狂犬病予防対策事業、本年度予算額３２２万２,０００円でござい

ます。事業説明欄、主なものは畜犬管理システムのソフトウェアリプレースに係る費用 

２５３万６,０００円を計上させていただくものでございます。 

続きまして、事業名、火葬場運営事業、本年度予算額６６９万８,０００円でございま

す。事業説明欄の主なものは、火葬業務委託料は、令和８年度から３ヵ年の契約を予定し

ております。また、修繕工事は前年度の点検業務において指摘のございました台車耐火物

や側壁ブロックの修繕等を行うものです。 

続きまして、事業名、家庭用新エネルギー等普及支援事業、本年度予算額４０５万１,０

００円でございます。町単事業の家庭用新エネルギー等普及支援事業補助金４件分のほ

か、県補助金の三重県太陽光発電設備費補助金を計上するものでございます。 

続きまして、事業名、し尿処理費、本年度予算額５６３万２,０００円でございます。事

業説明欄の桑名・員弁広域連合構成自治体負担金は、搬入見込により、本年度は一般会計

が３５％、下水道会計が６５％の負担割合としているものでございます。 

続きまして、事業名、一般ごみ収集処理事業、本年度予算額１億７２万４,０００円でご

ざいます。事業説明欄、主なものは、ハンドブックデータ作成委託業務は、中国語に対応

したごみのハンドブックを作成するための翻訳のデータ化を委託するものでございます。

桑名広域清掃事業組合負担金は、平等割、人口割、実績割合に応じた負担で、本町の負担

割合は全体で４.７７％となっております。その他、事業説明欄記載のとおりでございま

す。 

続きまして、事業名、資源ごみ収集処理事業、本年度予算額９４４万１,０００円でござ

います。事業説明欄の主なものは、資源ごみ回収地区報奨金は、毎月実施いただく各地区

への報奨金、資源ごみ回収委託料は、各地区で実施される資源ごみの回収に係る業務委託

料で、令和８年度から３ヵ年の契約を予定するものでございます。その他、事業説明欄記
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載のとおりでございます。 

続きまして、事業名、環境衛生費、本年度予算額５２万５,０００円でございます。事業

説明欄の主なものは、環境審議会の委員報酬、公用車リース料は、電気自動車のリース料

でございます。 

住民課所管分の説明は、以上でございます。 

○福祉課長（黒田和弘課長） 続きまして、福祉課所管部分でございます。 

事業名、社会福祉総務費では、本年度予算額２,９８５万９,０００円でございます。町社

会福祉協議会への補助金のほか、シルバー人材センター運営補助金や在宅福祉事業補助金

など、事業説明欄に記載のとおりでございます。 

 事業名、物価高騰支援事業では、本年度予算額６,２９６万２,０００円でございます。物

価高騰に対する町民への支援といたしまして、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

を活用して、町民全員に一人あたり１万円分の商品券を配付する事業に要する経費で、商品

券代や発送業務の委託料など、その内容は事業説明欄に記載のとおりでございます。 

次に、事業名、社会福祉施設費では、本年度予算額６９３万１,０００円でございます。

劣化が著しい輪心乃里庭内の舗装改修工事のほか、福祉・教育センター、輪心乃里、ふれあ

いの里の建物火災保険などの施設維持管理費など、事業説明欄に記載のとおりでございま

す。 

事業名、老人福祉費では、本年度予算額７９４万６,０００円でございます。１００歳及

び９５歳の方を対象とした長寿者褒賞に要する経費のほか、高齢者福祉計画・第１０期介護

保険事業計画の策定業務委託料や、老人緊急通報システム業務委託料など、事業説明欄に記

載のとおりでございます。 

次に、事業名、介護保険特別会計繰出金では、本年度予算額１億５００万７,０００円で

ございます。介護保険法で定められている自治体公費負担分や、安定した介護保険事務を行

うための事務費分の介護保険特別会計への繰出金で、介護保険低所得者保険料軽減国県負

担金を特定財源としております。 

事業名、障がい者福祉費では、本年度予算額９４７万５,０００円でございます。心身障

害者福祉年金のほか、第８期障がい福祉計画・第４期障がい児福祉計画の策定業務委託料な

ど、事業説明欄に記載のとおりでございます。 

次に、事業名、障害者自立支援給付費では、本年度予算額１億３,５２７万２,０００円で

ございます。障害者の介護給付をはじめ、就労に向けた訓練等給付や障害児の通所給付、補

装具の交付などの自立支援給付費で、その詳細は事業説明欄に記載のとおりでございます。

障害者自立支援給付費等国県負担金を特定財源としております。 

福祉課所管部分のご説明は、以上でございます。 

○子ども・健康課長（佐藤信恵課長） 続きまして、子ども・健康課所管部分でございま

す。 
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事業名、福祉医療事業では、本年度予算額４,７８５万２,０００円でございます。主なも

のは扶助費で、その総額は４,３６１万６,０００円となり、詳細は事業説明欄に記載のとお

りでございます。 

事業名、児童福祉事業では、本年度予算額４０５万８,０００円でございます。子育て世

帯やヤングケアラーの支援のための臨床心理士などの訪問事業にかかる費用のほか、子ど

も支援プロジェクト会議の経費、児童相談システムの保守委託料など、事業説明欄に記載の

とおりで、国・県からの子ども・子育て支援事業費補助金などを特定財源としております。 

事業名、子育て支援事業では、本年度予算額１,６３８万１,０００円でございます。 

町外に通園している子どもの施設利用などに係る町負担金や、令和７年度より実施してい

る在宅等育児支援事業にかかる費用のほか、臨床心理士の報償費や産後ケア事業など、事業

説明欄に記載のとおりでございます。なお、歳入内訳欄に記載のとおり、国・県からの各種

負担金を特定財源としております。 

事業名、児童手当及び子ども手当事業では、本年度予算額９,７９１万１,０００円でござ

います。予定対象者数を６２０人と見込み、その児童手当費をはじめ児童手当の支給に係る

経費を計上しており、児童手当及び子ども手当国県負担金を特定財源としているものでご

ざいます。 

事業名、こども園運営費では、本年度予算額２,５６１万８,０００円でございます。保育

士の派遣業務委託料や園医の報酬、園児用の教材費のほか、令和７年度より実施しているオ

ムツの無償化にかかる経費を計上するものでございます。詳細は、事業説明欄に記載のとお

りで、保育料等を特定財源としております。 

事業名、保健衛生総務費では、本年度予算額５６５万４,０００円でございます。休日応

急診療所運営費負担金や、海南病院への救命救急センター運営補助金などのほか、事業説明

欄に記載のとおりでございます。 

事業名、保健施設費では、本年度予算額３１４万８,０００円でございます。保健センタ

ーの清掃業務委託料や施設の維持管理に係る保守点検委託料など、事業説明欄記載のとお

りでございます。本年度につきましては、防災備蓄関係消耗品等の補助金をいただき、予

算計上しております。 

続きまして、事業名、予防費では、本年度予算額２,２２７万４,０００円でございます。

各種予防接種に係る委託料など、事業説明欄に記載のとおりでございます。 

事業名、不妊治療費助成事業費では、本年度予算額７５万円でございます。令和８年度よ

り新たに実施する着床前胚染色体異数性検査費用のほか、不育症治療費など、事業説明欄に

記載のとおりで、県の特定不妊治療費負担金を特定財源としております。 

事業名、出産・子育て応援事業では、本年度予算額３６９万３,０００円でございます。 

妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じる利用者支援事業や妊婦のための支援給

付交付金のほか、今年度はシステム改修電算委託料を計上しており、国・県の妊婦のための
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支援給付交付金を特定財源としているものでございます。 

事業名、健康増進事業費では、本年度予算額８２６万円でございます。行事健康カレンダ

ーの作成費用や各種検診事業などの健康増進事業を行う経費、また、健康増進計画及び食育

推進計画策定業務の委託料など、事業説明欄に記載のとおりでございます。 

事業名、がん検診事業費では、本年度予算額６０２万９,０００円でございます。各種が

ん検診の委託料など、事業説明欄に記載のとおりでございます。 

子ども・健康課所管部分の説明は、以上でございます。 

○教育課長（村上強課長） 続きまして、教育課所管部分についてご説明させていただき

ます。 

 事業名、教育総務経費では、本年度予算額２２１万７,０００円でございます。教育委員会事

務局の事務的経費のほか、いじめ対策のための委員会や特別な支援が必要なお子さんの教育支

援に関する委員会の報酬、町人権教育研究協議会への補助金などを計上しております。また、休

日部活動地域移行準備委員会の報酬を計上しております。中学校の休日部活動につきましては、

令和７年度に引き続き令和８年度も、きそさきＡＺクラブから各種目の指導者を休日の部活動

に派遣いただき、教員と共に指導を行う「木曽岬町休日部活動地域移行実証事業」の実施を計画

しております。実証事業を通じて、部活動地域移行の課題や問題点を把握するとともに、指導者

の確保を進めたいと考えています。令和８年度中に全ての種目で休日部活動の地域展開完了を

目指して取り組みを進め、令和９年度秋以降、中体連の大会を含め、全ての大会について学校部

活動として参加せず、地域クラブから出場する見通しとしております。 

 事業名、学校教育経費では、本年度予算額２,２１２万３,０００円でございます。「土曜チャ

レンジスクール」の経費や、ＧＩＧＡスクール推進事業における通信設備やタブレット端末の保

守管理経費、学校司書を配置する学校図書室管理業務や小学生の下校時安全監視員の経費など

を計上しております。ＧＩＧＡスクール推進事業におけるタブレット端末は、導入から５年を経

過し更新年度であり、更新端末へのキッティング業務及びＭＡＣアドレス登録業務２５６万円

を計上しております。キッティング業務とは、購入したタブレットを児童生徒が使える状態に設

定する作業であり、ＭＡＣアドレス登録業務とは、購入したタブレットを学校内ネットワークに

接続するための登録業務となります。また、統合型校務支援システム導入１１７万６,０００円

については、校務管理や学籍管理などの機能を持つ校務支援システムを令和７年９月から導入

しており、年間ライセンス使用料となります。また、特定財源として、講師謝礼金に対する補助

金として学校支援地域本部推進事業補助金を受け入れるものでございます。 

 続きまして、事業名、人権教育研究指定校事業では、本年度予算額２０万７,０００円でござ

います。令和７年度と令和８年度の２か年において、県の人権教育研究指定校事業であり、木曽

岬小学校において実施しております。なお、令和７年度においては、６月補正において予算議決
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を得ておりますので、前年度予算額欄が空欄となっております。人権教育に係る講演などの講師

代ほかの経費でございます。 

 事業名、文化振興諸経費では、本年度予算額２４９万円でございます。町の文化振興のため活

動している文化協会への補助金のほか、教育委員会が主催する文化イベントの開催経費等の経

費を計上しております。 

 事業名、放課後子ども教室推進事業は、本年度予算額１４３万２,０００円でございます。 

北部公民館で実施するホリデー教室の経費を計上しており、講師謝礼金や教室の材料費などを

計上しております。なお、この事業につきましては、県支出金の「放課後子ども教室推進事業補

助金」を財源としております。 

 事業名、公民館経費では、本年度予算額５５２万３,０００円でございます。北部公民館及び

東部公民館の維持管理に係る経費を計上しております。北部公民館では、利用者の利便性向上の

ため、玄関ポーチと玄関内部に手摺を取り付ける費用を計上しております。また、令和７年度に

更新したＡＥＤを閉館時においても使用できるよう、建物壁面に収納ボックスを設置するため

の購入費を計上しております。 

 事業名、図書館費では、本年度予算額１,４７８万９,０００円でございます。町立図書館に係

る経費であり、運営委託料やシステム借り上げ料などを計上しております。 

 事業名、町体育館経費では、本年度予算額１,０９３万２,０００円でございます。町体育館の

維持管理費用を計上しており、令和８年度は、フロアなどの照明設備をＬＥＤ化するためのリー

ス料を新規計上しております。また、北部公民館と同様に、令和７年度に更新したＡＥＤを閉館

時においても使用できるよう、建物壁面に収納ボックスを設置するための購入費を計上してお

ります。 

 事業名、木曽川グラウンド経費では、本年度予算額７００万４,０００円でございます。木曽

川グラウンドの維持管理費用を計上しております。新規としましては、芝生管理を利用者団体へ

作業委託するための委託料の計上と、芝刈りに使用するハンドガイド式芝刈機の購入費を計上

しております。 

 事業名、ちびっこ広場経費では、本年度予算額１９３万１,０００円でございます。ちびっこ

広場の維持管理費用を計上しております。新規としましては、芝生管理を利用者団体へ作業委託

するための委託料の計上と、犬のふんやごみの放置があり管理上課題がありますので、利用モラ

ルの向上、また、利用の適正化のため、防犯ダミーカメラを設置することとし、その費用を計上

しております。 

 事業名、学校給食運営費では、本年度予算額３,５４６万５,０００円でございます。学校給食

を実施するための材料費や光熱水費を計上しております。材料費について、令和８年度は小中と
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もに令和７年度と同額の小学校一食あたり３２０円、中学校一食あたり３６０円としておりま

す。なお、保護者負担となる給食費については、小学校では、国の給食費負担軽減補助金を財源

として、また、中学校では、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として、保護者負

担無償とする給食費無償化事業を実施することとします。 

 続いて、小学校費となります。 

事業名、学校維持管理経費では、本年度予算額１,３４４万７,０００円でございます。小学校

の維持管理費用を計上しております。そして、熱中症対策としまして、ワンタッチテント３張を

購入する費用を計上しております。 

 事業名、学校管理経費では、本年度予算額４５６万６,０００円でございます。関係団体への

負担金や修学旅行・社会見学等の補助金のほか、特別支援教育就学奨励費や準要保護児童への就

学援助費を計上しております。なお、特別支援教育就学奨励費については、国庫支出金の特別支

援教育就学奨励費補助金を財源としております。そして、小学校プールが老朽化していること、

屋外のプール授業は、夏場の猛暑では熱中症対策のためプール授業を中止せざるを得ない日が

あるなどの理由により、小学校の水泳授業を外部施設で、かつ、屋内プールで実施することを計

画しております。なお、利用する施設は、愛知県海部郡飛島村の飛島村温水プールを予定してお

ります。 

 事業名、教育振興経費では、本年度予算額１,４７１万円でございます。児童の学力向上のた

めに必要な学力調査や情操教育として芸術鑑賞会の開催費用を計上しております。 

また、学校教育経費にも予算計上がございましたが、ＧＩＧＡスクール推進事業におけるタブレ

ット端末は、導入から５年を経過し更新年度となるため購入費を計上しております。購入にあた

り、国の公立学校情報機器補助金を財源としております。 

 続いて、中学校費となります。 

事業名、学校維持管理経費では、本年度予算額２,５６４万２,０００円でございます。中学校

の維持管理に係る経費であり、体育館と武道館の清掃委託を行うほか、本館の雨水トイレ給水設

備が不具合を起こしており、給水が自動的に行われないため、改修工事を実施します。また、体

育館と武道館の照明設備をＬＥＤ化するためのリース料を新規計上しております。そのほか、北

部公民館や町体育館と同様に、令和７年度に更新したＡＥＤを閉館時においても使用できるよ

う、建物壁面に収納ボックスを設置するための購入費を計上しております。 

 事業名、教育振興経費では、本年度予算額９２９万１,０００円でございます。学級集団・学

力状況等調査のほか、生徒用パソコンのリース料を計上しております。また、小学校費において

も、予算計上がございましたが、ＧＩＧＡスクール推進事業におけるタブレット端末は、導入か

ら５年を経過し更新年度となるため購入費を計上しております。購入にあたり、国の公立学校情
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報機器補助金を財源としております。 

教育課所管部分については、以上でございます。 

また、議案第１４号、令和８年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計予算の委員会所管部分

については、以上でございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員）はい。ありがとうございます。 

ここで暫時休憩にいたします。１０時２５分再開でお願いします。 

                            午前１０時 ３分休憩   

                            午前１０時２５分再開   

○委員長（鎌田鷹介議員） 休憩を解き、委員会に戻します。 

事務当局の説明が終わっておりますので、質疑のある方はご発言ください。 

○副委員長（後藤紀子議員） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 後藤副委員長。 

○副委員長（後藤紀子議員） 歳出予算書８３ページの児童福祉事業の中の、ヤングケア

ラー支援事業の委託料、夜間休日分があるのですが、この具体的な内容を教えてくださ

い。 

あと、８９ページの母子・父子児童生徒激励慰問事業ですが、中学校の入学祝金はもら

えないのかと思いまして、なぜもらえないのか教えてください。 

もう１つ、１０１ページ、予防接種事故調査費、金額は安いのですが、「予防接種法に

基づく予防接種において、健康被害が発生した場合の調査・検討を行う。」となっている

のですが、私が見つけられてなかったら申し訳ないですが、補正予算で特にマイナスにな

ってなかったと思うのですが、何か調査検討があったかを教えてください。 

以上です。 

○子ども・健康課長（佐藤信恵課長） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 佐藤子ども・健康課長。 

○子ども・健康課長（佐藤信恵課長） それでは、まず１つ目のご質問の児童福祉事業の

夜間休日のヤングケアラー支援事業分の内容でございますが、これまでは、臨床心理士等

の支援が、平日の昼間の保健センターでの相談のみでしたが、中学生、高校生等のヤング

ケアラーを対象としましたところ、平日でも夕方遅い時間ですとか、あと休日の相談がで

きる場所がないのかというご要望もありましたことから、今年度から夜間休日の委託とい

うことで、民間のＮＰＯ法人様へ委託をさせていただいて、夜間、休日、平日の夕方の５

時１５分以降と、土曜日等の相談業務を委託させていただくものでございます。主に民間

委託の事業所様につきましては、うちがお願いしている臨床心理士さんが所属しているＮ

ＰＯ法人に業務委託をさせていただくものでございます。 

 ２つ目のご質問についてでございますが、こちらの中学生の入学祝金がないことについ

てでございますが、小学校卒業者と中学校入学者がほぼ一緒ということで、こちらでは小
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学生の卒業祝金のみとさせていただくものでございます。 

 ３つ目のご質問、予防接種事故調査費についてでございますが、定期接種等法定接種の

方になっております予防接種において事故等がございましたときに調査をするものでござ

います。こちらは通年通して申請等が出た場合に行いますので、現在のところ特に申請は

ございませんが、３月補正で補正を落とさせてもらっておりません。 

以上でございます。 

○副委員長（後藤紀子議員） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 後藤副委員長。 

○副委員長（後藤紀子議員） ありがとうございます。 

 最初のヤングケアラーについて、夜間、休日、平日の昼間に行っていただいているのは

電話ですか。それから夜間、休日になってくるとシェルターを用意してもらえるのでしょ

うか。 

 最後の予防接種事故調査費ですが、通年ということは、ずっと３万４,０００円を前年度

も予算を立てて、今年度にそのままスライドしている意味でいいでしょうか。 

お願いします。 

○子ども・健康課長（佐藤信恵課長） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 佐藤子ども・健康課長。 

○子ども・健康課長（佐藤信恵課長） １つ目のヤングケアラー事業についてでございま

すが、電話相談ではなく電話での予約をしていただきまして、そのあとに民間事業所の心

理士さんのカウンセリング等を行っていただくというものでございます。ＤＶ等ではござ

いませんのでシェルター等ではございません。ＤＶ者に対するシェルター等につきまして

は、女性相談センターが県にございますので、そちらをご案内する形になっております。

現在のところヤングケアラー等のシェルターは特にありません。 

 ２つ目の予防接種事故調査委員会の費用についてでございますが、こちらはスライドで

はなく、毎年当初予算で計上させていただいて、利用があった場合に、追加補正させてい

ただくということですが、ここ数年のところ予防接種事故調査委員会は開いておりません

ので、毎年申請があったときのために、この一定額、３万４,０００円を予算計上させてい

ただいているというものでございます。 

以上です。 

○副委員長（後藤紀子議員） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 後藤副委員長。 

○副委員長（後藤紀子議員） もう少し詳しく教えてください。 

 ヤングケアラーの方から相談を受けたときに、例えば、逃げ出したいとなった場合には

シェルター等の案内をしてもらえるのでしょうか。 

 あともう１つ、最後の予防接種ですが、ずっと計上をして最終的にどうなるのですか。
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よくわかってないのですが、それは積み上げていくのか、ずっと計上していてマイナスは

ないのでしょうか。 

お願いします。 

○子ども・健康課長（佐藤信恵課長） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 佐藤子ども・健康課長。 

○子ども・健康課長（佐藤信恵課長） ヤングケアラーについては、ＤＶと違いまして、

保護者様の疾病によって、在宅でお子様が保護者の方への介護、家事を行うものになりま

すので、必要なサービスを相談するため、適切な相談先につなぐことをさせていただくも

のですので、ヤングケアラーの対象者としてのシェルターは、今のところ町でそういった

サービスは制度として利用できるものはございません。 

 あと予防接種事故調査委員会につきましては、予防接種で副反応等が起こった際に、調

査をして国で審議していただくための資料を整えるための調査委員会になりますので、通

年で予防接種をしておりますことから、いつ出ても対応できるように、毎年予算計上させ

ていただくのですが、予防接種事故等の調査が必要な申請が上がってこない場合には、予

算は使わずに、年度当初に上げたもので調査があったときに、調査委員の報償費等を使わ

せていただくために予算計上するものでございます。毎年予算は計上しておりますが、使

わなければ不用額として処理させていただくものでございます。 

以上です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 後藤副委員長、よろしいでしょうか。 

○副委員長（後藤紀子議員） ありがとうございます。 

○委員（伊藤好博議員） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 伊藤委員。 

○委員（伊藤好博議員） 歳出予算書６３ページ、物価高騰支援事業費ですが、いつごろ

商品券の配布を行う予定でしょうか。時期はいつごろになりますか。 

○福祉課長（黒田和弘課長） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 黒田福祉課長。 

○福祉課長（黒田和弘課長） 物価高騰の１万円の商品券の配布事業でございますが、４

月に入りましたら作業にかかるのですが、予定としては、商工会さんの地域振興、地元で

使える商品券を想定しております。見込みとしてこちらに書かせていただいている５,９０

０人分。お１人あたり１万円（１０００円券１０枚）を予定しておりますので、相当な数

の商品券を印刷していただかないといけないため、１ヶ月ないし２ヶ月かかる。それが終

わりますと、それをお１人ずつに分けて送るための封入作業に半月ぐらい。発送でお手元

に届くまでに半月ぐらいということで大体２、３ヶ月でお手元に届くようなスケジュール

を組んでおりますので、夏頃にはお手元にと考えております。明確にいつということがま

だはっきりお答えできなくて申し訳ないのですが、夏頃にはお手元にお渡しさせていただ
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きたいと思っております。 

以上でございます。 

○委員（伊藤好博議員） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 伊藤委員。 

○委員（伊藤好博議員） 国庫補助の関係ですが、物価高騰支援事業で使う費用なので、

なるべく早く手元へ届くようにできれば努力していただきたいと思います。よろしくお願

いします。ありがとうございました。 

○福祉課長（黒田和弘課長） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 黒田福祉課長。 

○福祉課長（黒田和弘課長） しっかりとそこはやらせていただきますのでよろしくお願

いします。ありがとうございます。 

〔暫くして〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 他によろしいでしょうか。 

質疑もないようですので質疑を終わります。 

次に、議案第１５号、令和８年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計予算につ

いてを議題とします。 

事務局に説明を求めます。 

○住民課長（伊藤正典課長） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 伊藤住民課長。 

○住民課長（伊藤正典課長） それでは、議案第１５号、令和８年度三重県桑名郡木曽岬

町国民健康保険特別会計予算について説明させて頂きます。 

令和８年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。第１条第１項では、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ７億１,４００万円と

定め、第２項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳

出予算によるものでございます。 

内容につきましては特別会計及び企業会計の概要で、まずは説明させていただきたいと

思います。 

国民健康保険特別会計の状況でございます。 

歳入歳出、それぞれの予算総額は７億１,４００万円、前年度比較６００万円、率にして

０.８％の増額予算となるものでございます。 

歳入の国民健康保険料では、保険料算定基礎として、令和８年度の世帯数を８２４世帯、

被保険者数を対前年度比較２５人減の１,１９０人、保険料算定では、令和８年度より、子

ども・子育て支援金を導入することとして、保険料総額を１億４,７１２万４,０００円と見

込み、前年度比較で１５５万円、率にして１％の減としております。 

国庫支出金では、２６１万２,０００円。子ども・子育て支援金に関連したシステム改修
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費用を受け入れるものでございます。県支出金では、４億９，７８９万２,０００円、前年

度比較で７８８万８,０００円の増額でございます。繰入金では、６，１９４万４,０００円、

前年度比較で３７３万１,０００円の減額で、減額の主な要因は、基金繰入金の減によるも

のでございます。 

歳出の主な事業は、歳出予算書（事業説明）において説明させていただきます。 

歳出の予算説明でございます。 

一般管理費、本年度予算額８７４万３,０００円でございます。令和８年度予算において

は、子ども・子育て支援金制度のシステム改修費や、地方税統一ＱＲコードシステム（eＬ

ＴＡＸ）に対応するための費用を計上しております。 

続いて、事業名、賦課徴収費でございます。本年度予算額５３７万円でございます。令和

８年度予算においては、キャッシュカードにより口座振替が可能となるペイジーの口座振

替サービスを導入するものとして、口座振替の受付サービス委託料２６４万円、受付端末２

７万５,０００円を計上するものでございます。 

続きまして、事業名、療養給付費、本年度予算額４億１１８万４,０００円でございます。

医療費の保険者負担分を支給するもので、前年度比較で６３０万円、率にして１.６％の増

となってございます。 

続きまして、事業名、療養費、本年度予算額３２２万４,０００円でございます。鍼灸・

マッサージなどの医療費や施術料、補装具の保険者負担分を支給するものとなっており、

前年度比較で４２万円、率にして１１.５%の減となってございます。 

続きまして、事業名、審査支払手数料、本年度予算額１９９万６,０００円でございま

す。診療報酬明細書の審査にかかる手数料を計上させていただいております。 

続きまして、事業名、高額療養費、本年度予算額６，５６７万円でございます。医療費

の自己負担分が負担限度額を超えた場合に支給するものとなっておりまして、前年度比較

で４９２万円、率にして８%の増となってございます。 

続きまして、事業名、高額介護合算療養費、本年度予算額３６万円でございます。３件

分を見込むというものでございます。 

続きまして、事業名、出産育児一時金、本年度予算額４００万円でございます。支給額

は５０万円で８件分を見込むものでございます。 

続きまして、事業名、葬祭費、本年度予算額７５万円でございます。支給額は５万円で

１５件分を見込むものでございます。 

続きまして、事業名、医療給付費分、本年度予算額１億２，９９３万４,０００円でござ

います。前年度に対し１,７２３万７,０００円、１１.７％の減額でございます。三重県に

おける令和８年度の納付金の仮算定においては、保険給付費が３.５％減少するとともに、

被保険者数も３.４％減少しています。子ども・子育て納付金が始まることもあり単純な比

較とはなりませんが、令和７年度と比較して６.２％の減少、２７億７,４００万円の減額
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となっております。 

続きまして、事業名、後期高齢者支援金等分、本年度予算額５,０４９万２,０００円で

ございます。前年度に対して２５万３,０００円、０.５％の増額でございます。 

続きまして、事業名、介護納付金分、本年度予算額１,８７１万５,０００円でございま

す。前年度に対し１２８万８,０００円、６．４％の減額でございます。 

続きまして、事業名、子ども・子育て支援金分、本年度予算額４２２万８,０００円でご

ざいます。令和８年度より納付することとなりました、子ども・子育て支援金でございま

す。 

続きまして、事業名、特定健康診査等事業費、本年度予算額１,１４０万８,０００円で

ございます。事業説明欄のうち、未受診者対策事業委託料は、外部委託による未受診者対

策を図るものでございます。 

最後、予備費、本年度予算額２１４万１,０００円でございます。この予算をもって歳出

予算を調整させていただいております。 

以上で、令和８年度国民健康保険特別会計予算の説明とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、質疑のある方はご発言

ください。 

 質疑はよろしいでしょうか。 

〔暫くして〕 

○委員（伊藤好博議員） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 伊藤委員。 

○委員（伊藤好博議員） 歳出予算書１４ページの出産育児一時金で、８件の予定で予算

が上がっているのですが、外国人さんが増えて外国人の方は出産率が高いと聞いていま

す。予算ですのでいいのですが、７年度は４万円の予算額ですが、７年度の出生数を外国

人の方と分けて、わかれば教えていただきたいです。 

○住民課長（伊藤正典課長） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 伊藤住民課長。 

○住民課長（伊藤正典課長） 国保の出産一時金の内訳ということですか。全体という話

ですか。木曽岬町の出生の全体の数なのか。国保に加入されている方ですか。 

○委員（伊藤好博議員） 国保です。 

○住民課長（伊藤正典課長） ７年度はまだ最終的なものが出ていませんので、その数が

どれだけかを今持ち合わせていませんので、今現在のものをお伝えさせてもらった方がよ

ろしいですか。 

○委員（伊藤好博議員） 委員長。 
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○委員長（鎌田鷹介議員） 伊藤委員。 

○委員（伊藤好博議員） わかればでいいので、わからなければいいんだけど、国保加入

が外国人とどのぐらい差が出てきているのか、加入していない人も多いのかと思ったの

で、その数字が知りたかっただけです。また後で良いです。 

○住民課長（伊藤正典課長） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 伊藤住民課長。 

○住民課長（伊藤正典課長） もちろん外国人の方も国保加入されて、出産されている方

もみえますので、確認してまた報告させてもらいたいと思います。。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 伊藤委員、よろしいですか。 

○委員（伊藤好博議員） はい、ありがとうございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 質疑もないようですので、質疑を終わります。 

次に、議案第１６号、令和８年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計予算に

ついてを議題とします。 

事務局に説明を求めます。 

○住民課長（伊藤正典課長） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 伊藤住民課長。 

○住民課長（伊藤正典課長） それでは、議案第１６号、令和８年度 三重県桑名郡木曽

岬町後期高齢者医療特別会計予算について説明させていただきます。 

令和８年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところ

による。第１条第１項では、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ２億８００万円と定

め、第２項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出

予算によるものでございます。 

内容につきまして、特別会計及び企業会計の概要で説明をさせていただきます。 

それでは、後期高齢者医療特別会計の状況でございます。 

歳入歳出、それぞれの予算総額は２億８００万円、前年度比較１,７００万円、率にして

８.９％の増額予算となるものでございます。 

歳入の後期高齢者医療保険料では、保険料算定基礎として、令和８年度の被保険者数を前

年度比較２６人増の１,１５６人、保険料総額を９,６３６万１,０００円と見込み、前年度

比較で１,４５２万５,０００円、率にして１７.７％の増としております。 

後期高齢者医療の保険料は、広域連合から示されております。この保険料率は２年ごとに

見直しが行われており、令和８・９年度の保険料率の算定にあたりましては被保険者の増加、

高齢化による医療費の増加、子ども・子育て支援金の導入により、引上げ改定となっており

ます。一人当たりの年間保険料額は、前回の改定から１０,０１８円、率にして１３％増加

しております。また、令和８年度の賦課限度額は８０万円から８５万円に改定されておりま

して、その他子ども・子育て支援金分が新たに付加されますので、この分を含めると総額で



 - 25 - 

８７万１,０００円でございます。 

繰入金では、１億９６７万１,０００円、前年度比較で１７０万９,０００円の増額でござ

います。国庫支出金では、６８万７,０００円、子ども・子育て支援金に関連したシステム

改修費用を受け入れるものです。 

歳出の主な事業は、歳出予算書（事業説明）において説明させていただきます。 

事業名、一般管理費、本年度予算額１７２万８,０００円でございます。資格管理などに

要するシステム機器の関連経費を計上しております。令和８年度予算においては、子ども・

子育て支援金制度の開始に係るシステム改修費用を計上するものでございます。 

事業名、賦課徴収費、本年度予算額１６１万４,０００円でございます。保険料徴収に係

る諸用紙印刷や納入通知書作成に係る委託料を計上するものでございます。 

続きまして、事業名、後期高齢者医療広域連合納付金、本年度予算額２億３３７万７,０

００円でございます。歳入で受け入れる保険料相当額や療養給付費等の負担金などの納付

金総額で１,７２２万円余りを増額しており、その主なものは、保険料負担金で１,４５２万

円余り、保険料軽減分の基盤安定負担金で１４２万円余り、療養給付費負担金で１,０８１

万円余りの増額でございます。 

事業名、予備費、本年度予算額１１７万１,０００円でございます。この予算をもって歳

出予算の調整させていただくものでございます。 

 以上で、令和８年度後期高齢者医療特別会計予算の説明とさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、質疑のある方はご発言

ください。 

 質疑よろしいでしょうか。 

〔暫くして〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 質疑もないようですので、質疑を終わります。 

次に、議案第１７号、令和８年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計予算について

を議題とします。 

事務局に説明を求めます。 

○福祉課長（黒田和弘課長） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 黒田福祉課長。 

○福祉課長（黒田和弘課長） 議案第１７号、令和８年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特

別会計予算についてでございます。 

令和８年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。第

１条第１項では、歳入歳出の予算の総額を、歳入歳出それぞれ７億１,６４０万円と定める

ものでございます。第２項では、歳入歳出予算の款項の区分及び金額を、第１表、歳入歳出

予算に定めることを規定するものでございます。 
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次に資料は、特別会計及び企業会計の概要でご説明させていただきます。 

（３）介護保険特別会計の状況でございますが、まず、予算といたしまして７億１,６４０

万円で前年に比べまして１,６４０万円の増額予算となっております。 

まず、歳入の主なものといたしましては、令和８年度予算額の保険料ですが１億７,８９

２万円で、第１号被保険者を２,００５人と見込み、前年度に比べ５９６万５,０００円の増

額となっております。 

続く、歳出でございますが、保険給付費が６億５,９３３万９,０００円で、予算構成比で

９２.０％を占めており、令和７年度の予算額と比較して、９６０万円ほどの増額となりま

すが、増額の主な要因は地域密着型介護サービス給付費（グループホームやデイサービス）

や、施設介護サービス給付費等の利用者が増加したことによるもので、この増額分が前年度

予算と比較して増額となった大きな要因になってございます。 

詳細につきましては、歳出予算書（事業説明）にてご説明させていただきます。 

まず、事業名、一般管理費では、本年度予算額４００万７,０００円でございます。医療

と介護を連携する電子連絡帳「トマッピーネットワーク」の支援事業や、介護保険被保険者

の管理システムの保守業務委託料など、事業説明欄に記載のとおりでございます。 

次に、事業名、保険サービス等諸費では、本年度予算額６億４,４７１万４,０００円でご

ざいます。要介護者及び要支援者に対する、在宅や施設での介護サービス等に係る給付費で、

居宅介護サービス給付費ではデイサービスやデイケア等、施設介護サービス給付費では介

護老人福祉施設や介護老人保健施設等での介護サービスなど、その詳細は事業説明欄に記

載のとおりで、国、県、支払基金からの介護給付費負担金等を特定財源としております。 

次に、事業名、介護予防・生活支援サービス事業費では、本年度予算額１,５２１万３,０

００円でございます。訪問型、通所型サービス事業に係る委託料や負担金、筋力アップ教室

などの介護予防教室を実施するためのインストラクター謝礼金などで、国、県、支払基金か

らの地域支援事業交付金等を特定財源とするものでございます。 

事業名、一般介護予防事業費では、本年度予算額２７３万６,０００円でございます。町

が実施する介護予防教室の経費で、事業説明欄に記載のとおりでございます。この事業につ

きましては参加者負担金のほか、国、県、支払基金からの地域支援事業交付金等を特定財源

としております。 

事業名、総合相談事業費では、本年度予算額１,５５０万円でございます。地域包括支援

センターの運営に必要な経費で、事業説明欄に記載のとおりでございます。この事業は、国、

県の地域支援事業交付金等を特定財源とするものでございます。 

事業名、生活支援体制整備事業費では、本年度予算額３５８万１,０００円でございます。 

生活支援コーディネーターの配置に要する経費を計上しており、国、県の地域支援事業交付

金等を特定財源としております。 

最後に、予備費でございます。本年度予算額５０５万４,０００円でございます。予算外
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の支出や予算超過の支出に要する費用でございます。 

以上が、議案第１７号、令和８年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計予算について

でございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、質疑のある方はご発言

ください。 

 質疑はよろしいでしょうか。 

〔暫くして〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 質疑もないようですので、質疑を終わります。 

○住民課長（伊藤正典課長） 委員長。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 伊藤住民課長。 

○住民課長（伊藤正典課長） 先ほど、議案第１５号、国民健康保険特別会計の当初予算

で、伊藤好博委員からご質問がありました、出産育児一時金の人数ですが、今現在４人の

支払いがございまして、このうちお２人が外国籍の方でございます。４人中のお２人が外

国籍の方と確認しましたのでご報告させていただきます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。 

これまで、個別に審査し、質疑をいただき進めてきましたが、最後に、これまで議題と

しましたすべての議案について、再度質疑がございましたら、ご発言願います。 

〔暫くして〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 質疑もないようですので、質疑を終結し、これより討論、採

決に入ります。 

はじめに、議案第４号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第６号）

についての所管部分に討論があります方は、ご発言ください。 

〔暫くして〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

これより議案採決に入ります。 

議案第４号に原案のとおり、賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。 

よって、議案第４号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

次に、議案第５号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）について討論があります方は、ご発言ください。 

〔暫くして〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて
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討論を終わります。 

これより議案採決に入ります。 

議案第５号に原案のとおり、賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○委員長（加藤眞人議員） ありがとうございます。挙手全員です。 

よって、議案第５号は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

次に、議案第６号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）について討論があります方は、ご発言ください。 

〔暫くして〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

これより議案採決に入ります。 

議案第６号に原案のとおり、賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。 

よって、議案第６号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

次に、議案第７号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計補正予算（第２

号）について討論があります方は、ご発言ください。 

〔暫くして〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

これより議案採決に入ります。 

議案第７号に原案のとおり、賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。 

よって、議案第７号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

次に、議案第１１号、木曽岬町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

討論があります方は、ご発言ください。 

〔暫くして〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

これより議案採決に入ります。 

議案第１１号に原案のとおり、賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者 挙手〕 
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○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。 

よって、議案第１１号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

次に、議案第１４号、令和８年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計予算についての所管部

分に討論があります方は、ご発言ください。 

〔暫くして〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

これより議案採決に入ります。 

議案第１４号に原案のとおり、賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。 

よって、議案第１４号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

次に、議案第１５号、令和８年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計予算につ

いて討論があります方は、ご発言ください。 

〔暫くして〕 

委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて討

論を終わります。 

これより議案採決に入ります。 

議案第１５号に原案のとおり、賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。 

よって、議案第１５号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

次に、議案第１６号、令和８年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計予算に

ついて討論があります方は、ご発言ください。 

〔暫くして〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

これより議案採決に入ります。 

議案第１６号に原案のとおり、賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。 

よって、議案第１６号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

次に、議案第１７号、令和８年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計予算について

討論があります方は、ご発言ください。 
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〔暫くして〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

これより議案採決に入ります。 

議案第１７号に原案のとおり、賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。 

よって、議案第１７号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

ここで、お諮りいたします。 

本会議で当委員会での議論並びに決定事項に係る、委員会報告書の作成並びに委員会報

告を、私、委員長に一任していただくことで、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。 

異議なしの声がございましたので、私が委員会報告書の作成並びに委員会報告をさせて

いただきます。 

これで、本委員会に付託されました、９議案の審査を、終らせていただきます。 

次に、その他の項に移ります。 

 本委員会の所管事項等で、何かございましたら、ご発言願います。 

〔暫くして〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ご発言もないようですので、 

これにて、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

これをもちまして、本日の教育民生常任委員会を閉会といたします。 

長時間にわたりご審査ありがとうございました｡ 

                            午前１１時０６分閉会   
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